
（別紙）  

 

  船員法等関係法令違反船舶所有者(令和５年度第３／四半期（令和５年１０月～１２月分）） 

  

 

 

公表年月日 

 

 

 

 

船 名 

 

 

 

船  種 

又は 

業 種 

 

  

 

船舶所有者名 

 

 

 

 

所 在 地 

 

 

 

処分を行った日 

又は公表ポイント 

 となった日 

 

 

 行政処分を行 

 った主な理由 

 

 

 

行政処分内容等 

(条項等） 

 

 

  

備考 

(管轄局) 

 

 

 

 

 

令和６年２月１３日 

 

 

聖
しょう

美
び

 

 

 

貨物船兼

砂利運搬

船 

 

聖
しょう

朋
ほ う

海運
か い う ん

株式会社 

（法人番号：２２４０００１０３７４４５） 

代表取締役 小村 朋孝 

 

 

 

広島県 

豊田郡 

大崎上島町 

  

  

 

令和５年１０月２４日 

 

労働時間の限

度、高所作業の

安全対策等に関

する違反を確認

したため 

 

戒告処分 

(船員法第 65 条

の 2 第 3 項、 

第 81 条等) 

 

 

 

中国運輸局 

 

 ※公表理由：船員法等の違反に対する累積ポイントが 120 ポイント以上となったため。 

なお、各違反に対する個別のポイントは公表していません。 


